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『自家用有償旅客運送事業の登録について』 
 

１ 登録について 

両河内線（但沼・大平・板井沢系統）及び井川地区自主運行バスについて、自家用

有償旅客運送の登録有効期間が「令和７年５月 31 日」までとなっていた。今後の有

償運行に当たっては新規登録の手続きを要する。 

 

２ 登録期限切れについて 

静岡市が自家用有償旅客運送で運行する両河内線（但沼・大平・板井沢系統）及び

井川線は、静岡運輸支局（国土交通省）へ自家用有償旅客運送の登録をしなければ、

利用者から「対価（運賃）」をとる「有償運送」ができないが、令和 7 年 5 月 31 日で

登録期間が切れ、更新手続きがなされていなかった。 

両河内線（但沼・大平・板井沢系統）及び井川地区自主運行バスは、登録手続き漏

れ発覚後の令和７年 6 月 18 日から、無償運行に切り替えて運行中である。 

今後、登録切れ期間（令和７年 6 月 1 日から 17 日まで）に徴収した対価（運賃）

は、利用者に返金予定である。また、自家用有償旅客運送の新規登録を至急行い、

登録完了次第、有償運送に復帰する予定である。 

 

３ 路線の必要性について 

（１）両河内線（但沼、大平、板井沢系統） 【路線図は別添資料１－１、対価は別添資料 1-２のとおり】 

   当該路線は、平成 30 年４月より自家用有償旅客運送を開始しており、両河内地区

における地域住民の通院・買い物等の移動手段として利用されている。また、両河

内地区内のこども園への通園利用や小学校、中学校への通学利用などに利用され

るなど、学童輸送も担っている。 

 

（２）井川地区自主運行バス 【路線図は、別添資料１－３、対価は別添資料１－４のとおり】 

しずてつジャストライン㈱の「静岡井川線」の廃止に伴う代替路線として、井川地

区住民の生活交通及び井川地区への観光客等の公共交通手段の確保を目的に、平

成 20 年６月より静岡市の自主運行バスとして自家用有償旅客運送を開始している。 

当該路線は、地域住民の地区内での通院・買い物等の移動手段や井川小中学校へ

の学童輸送として利用されている。 

また、登山や観光で井川地区へ訪れるための交通手段として利用もあり、地域振

興の役割を担っている。 

 

  上記、２路線の自主運行バスについて、各地区の学童輸送や通院などの生活交通を

担うなど路線の維持は重要であり、また、他の代替交通の確保も困難なことから、自

家用有償旅客運送事業の登録を行い、当路線の運行を継続してよいか、本会に諮る。 
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別紙３           運  賃 
 

＜片道運賃＞ 

系 統 運 賃 

但沼系統 200 円 

大平系統 200 円 

板井沢系統 200 円 
 
※１ 中学校の就学の始期に達していない者の運賃の額は、この表の運賃の額の２分の１の額とする。 
※２ 他の系統から乗り継ぐときの運賃の額は、この表の運賃の額から 100 円を減じた額とする。 
※３ 次に掲げる者の運賃は、無料とする。 

   ・身体障害者福祉法(昭和 24 年法律第 283 号)第 15 条第４項の規定により身体障害者手帳の交付を受

けている者 

   ・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和 25 年法律第 123 号)第 45 条第２項の規定により精

神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 

   ・療育手帳制度要綱(昭和 48 年９月 27 日付け厚生省発児第 156 号厚生事務次官通達)による療育手帳

の交付を受けている者 

   ・小学校の就学の始期に達していない者 
 
 

＜小・中学生用通学定期券＞ 

運 賃 
金 額 

１箇月 ３箇月 ４箇月 ６箇月 

片道 200 円 6,310 円 17,920 円 23,930 円 33,910 円 

片道 300 円 9,470 円 26,880 円 35,850 円 50,920 円 

 
※１ 通学のために有償自動車を利用する小学校の児童又は中学校の生徒に限る。 
※２ 小学校の児童の金額は、この表の金額の２分の１の額（その額に 10 円未満の端数が生じたときは、    
   これを切り捨てた額。）とする。 
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両河内線（但沼・大平・板井沢系統）運賃



2 

 
■乗降バス停 

系統 定時定路線 デマンド便 

但沼系統 但沼車庫、長又、雨乞、清地、高

瀬、和田島、和田島車庫 
 

大平系統 和田島車庫、茂の島東、茂の島、

大網口、土、西河内小学校、宮城、

寺尾島、西里温泉前、下片瀬、片

瀬、八幡温泉前、河内局前、河内、

大島入口、岩下、大平南、大平下、

大平中、大平 

和田島小学校前、両河内中学校

前、和田島南、交流館前、高山下、

高山上、椎の木島、鶏足寺入口、

前沢口、前沢、大網、布沢下、布

沢上、矢崎、葛沢、中村、桧村、

和田、西小正門、川合野、上黒川、

貝伏、大石入口、大島、大平上、

大平宮下橋、大平奥 
板井沢系統 和田島車庫、和田島、高瀬上、下

田橋、小川、桑又、桑原、遠呂島、

遠呂島上、中河内学校前、木山野、

中河内、宮島、松葉、板井沢 

水源地、小川本村、養田寺入口、

西の入、桑又上、寶樹寺、木山野

上、公会堂下、公会堂上、神沢原

上、湯沢下、湯沢上、樽下、樽中、

樽上 
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